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(57)【要約】
【課題】　通常のタッチ操作を阻害せず、手間やコスト
を掛けずに不本意な動作態様の変更が行われないように
する。
【解決手段】　明るさ検出手段（１０２）の検出結果が
所定の明るさ以下で且つ距離検出手段（１０３）の検出
結果が所定の距離以下であるときに表示制御手段（１０
６）に対して第１の表示態様から第２の表示態様への変
更を指令する指令手段（１０７）と、表示手段（１０１
）の表示態様が前記第２の表示態様であるときに物理キ
ー（１０４）に対するユーザ操作が行われていた場合に
はタッチパネル（１００）へのタッチ操作を許容するタ
ッチ操作許容手段（１０８）とを備える。
【選択図】　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネル付きの表示手段と、
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出手段と、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段と、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出す
る操作検出手段と、
　前記表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態様とは異なる
第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段と、
　前記明るさ検出手段の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段の検出結果
が所定の距離以下であるときに前記表示制御手段に対して前記第１の表示態様から前記第
２の表示態様への変更を指令する指令手段と、
　前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出手段によって
前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパネルへのタッチ
操作を許容するタッチ操作許容手段と
　を備えたことを特徴とする入力装置。
【請求項２】
　前記第１の表示態様は目視を伴うタッチ操作に適合した表示態様であり、また、前記第
２の表示態様は目視を伴わないタッチ操作（ブラインド操作）に適合した表示態様である
ことを特徴とする請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出工程と、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出工程と、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出す
る操作検出工程と、
　タッチパネル付き表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態
様とは異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御工程と、
　前記明るさ検出工程の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出工程の検出結果
が所定の距離以下であるときに前記表示制御工程に対して前記第１の表示態様から前記第
２の表示態様への変更を指令する指令工程と、
　前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出工程によって
前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパネルへのタッチ
操作を許容するタッチ操作許容工程と
　を含むことを特徴とする入力方法。
【請求項４】
　入力装置のコンピュータに、
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出手段、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出す
る操作検出手段、
　タッチパネル付き表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態
様とは異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段、
　前記明るさ検出手段の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段の検出結果
が所定の距離以下であるときに前記表示制御手段に対して前記第１の表示態様から前記第
２の表示態様への変更を指令する指令手段、
　前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出手段によって
前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパネルへのタッチ
操作を許容するタッチ操作許容手段
　としての機能を与えることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置、入力方法及びプログラムに関し、詳細には、携帯可能な小型電子
機器に適用する入力装置、入力方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種コンピュータ応用機器の入力装置としてタッチパネルが広く用いられている
。特に、携帯電話機やスマートフォンなどの携帯型の小型電子機器にあっては、入力装置
としてタッチパネルの搭載が一般化しつつある。小さな筐体にできるだけ大きな画面サイ
ズの表示装置を搭載するという要求があるため、ますます、物理的なキーボードを組み込
むスペース的な余裕が少なくなる傾向にあるからである。
【０００３】
　タッチパネルは静電容量方式と抵抗膜方式の二つに大別されるが、今日における携帯型
小型電子機器の主流は、指先で操作できる前者の静電容量方式である。
【０００４】
　タッチパネルは、液晶ディスプレイ等の表示装置の画面に貼り合わされた透明なタッチ
デバイスであり、このタッチデバイスを透して画面の情報を視認することができる。この
ため、たとえば、画面上にコマンドボタンなどを表示しておけば、このボタンなどに対す
るタッチ操作（つまり、タッチデバイスに対する操作）を直感的に行うことができ、操作
性の改善を図ることができる。しかも、上記のコマンドボタンなどは、ソフトウェアによ
って任意に作成して表示できるから、レイアウトの自在性や改修の容易性も図ることがで
きるという様々な利点が得られる。
【０００５】
　このような多くの利点を有するタッチパネルであるが、一方で、ポケットやバッグなど
に入れたままの状態での目隠し操作（以下、ブラインド操作）を行う際の誤操作を否めな
いという不都合があった。タッチパネルを透して見えるコマンドボタン等はソフト的に描
かれた図形に過ぎないので、一切の手触り感がなく、意図したボタン等を正確にブライン
ド操作できないからである。
　このため、たとえば、会議などの最中に電話着信音が突然鳴った際、ブラインド操作で
音を消そうとして間違って着信応答ボタン（オンフックボタン）を押してしまうなどの誤
操作を招くことがあった。
【０００６】
　したがって、ブラインド操作を行う際の誤操作を防止できる技術が求められている。
【０００７】
　下記の特許文献１には、光センサを備え、この光センサの出力に基づいて鞄などに入れ
られている状態（周囲が暗い状態）であるか否かを判定するとともに、当該判定時にはタ
ッチパネルの操作に応答した自動起動を禁止して電力の無駄な消費を防止する技術が記載
されている。
　下記の特許文献２には、タッチパネルに対する操作を二つの態様で使い分ける技術が記
載されており、詳細には、第一の態様は明るい環境で用いられる通常のタッチ操作、第第
二の態様はポケット内やバッグ内などの暗い環境で用いられるブラインド用のタッチ操作
であり、明るい環境か暗い環境かの判定は照度センサの出力に基づいて行うとしている。
　下記の特許文献３には、タッチパネルに対してブラインドタッチを行う際に、指先の動
きから手首の方向を判定し、その方向に対応させてタッチパネル上の操作ボタンの配置を
変更するという技術が記載されている。
　下記の特許文献４には、近接センサを備え、この近接センサの検出信号に基づいて、デ
ィスプレイの電力設定を変更するという技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】特開２００１－０６９２３５号公報
【特許文献２】特開２００９－１２３００４号公報
【特許文献３】特開２０１０－２１１４０１号公報
【特許文献４】特表２０１０－５０７８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記の特許文献１～４に記載の技術は、以下の問題点を有している。
＜特許文献１＞
　単に光センサの出力に基づいて「周囲が暗い状態」であるか否かを判定するものに過ぎ
ない。このため、たとえば、夜間の屋外や暗い室内などの暗い環境（暗さを除けば通常の
使用環境ともいえる）においても、鞄などに入れられている状態と同様の判定が行われて
しまい、通常のタッチ操作を阻害する恐れがある。
＜特許文献２＞
　特許文献１と同じ問題点を有している。つまり、明るい環境か暗い環境かの判定を照度
センサの出力に基づいて行っているため、夜間の屋外や暗い室内なども暗い環境として判
定される恐れがある。
＜特許文献３＞
　事前に、指に所定の動き（指先を立ててタッチパネルに触れた後、その指先を手先方向
にずらす）をさせる必要があるため、手間がかかって面倒であるという問題点があるうえ
、そのような指の動きを検出するには、指先の多点検出が可能な投影型静電容量方式のタ
ッチパネルを備えなければならす、コストがかさむという問題点がある。
＜特許文献４＞
　近接センサの検出信号に基づいて、ディスプレイの電力設定を変更するので、たとえば
、タッチパネルに手をかざしただけで不本意にディスプレイの電力設定が変更されてしま
う恐れがある。
　このように、上記の特許文献１～４の技術にあっては、通常のタッチ操作を阻害する恐
れがある、手間がかかって面倒でしかもコストがかさむ、タッチパネルに手をかざしただ
けで不本意にディスプレイの電力設定が変更されてしまう恐れがあるという問題点がある
。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、通常のタッチ操作を阻害せず、手間やコストを掛けず、且つ
、不本意な動作態様の変更（ディスプレイの電力設定変更など）が行われない入力装置、
入力方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の入力装置は、タッチパネル付きの表示手段と、本体周囲の明るさを検出する明
るさ検出手段と、本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段と、本体表
面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出する操作検
出手段と、前記表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態様と
は異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段と、前記明
るさ検出手段の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段の検出結果が所定の
距離以下であるときに前記表示制御手段に対して前記第１の表示態様から前記第２の表示
態様への変更を指令する指令手段と、前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であ
るときに前記操作検出手段によって前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場
合には前記タッチパネルへのタッチ操作を許容するタッチ操作許容手段とを備えたことを
特徴とする。
　本発明の入力方法は、本体周囲の明るさを検出する明るさ検出工程と、本体近傍に位置
する物体までの距離を検出する距離検出工程と、本体表面に設けられ且つ特異な手触り感
を有する物理キーに対するユーザ操作を検出する操作検出工程と、タッチパネル付き表示
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手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態様とは異なる第２の表示
態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御工程と、前記明るさ検出工程の検出
結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出工程の検出結果が所定の距離以下であるとき
に前記表示制御工程に対して前記第１の表示態様から前記第２の表示態様への変更を指令
する指令工程と、前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検
出工程によって前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパ
ネルへのタッチ操作を許容するタッチ操作許容工程とを含むことを特徴とする。
　本発明のプログラムは、入力装置のコンピュータに、本体周囲の明るさを検出する明る
さ検出手段、本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段、本体表面に設
けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出する操作検出手段
、タッチパネル付き表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態
様とは異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段、前記
明るさ検出手段の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段の検出結果が所定
の距離以下であるときに前記表示制御手段に対して前記第１の表示態様から前記第２の表
示態様への変更を指令する指令手段、前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であ
るときに前記操作検出手段によって前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場
合には前記タッチパネルへのタッチ操作を許容するタッチ操作許容手段としての機能を与
えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、通常のタッチ操作を阻害せず、手間やコストを掛けず、且つ、不本意
な動作態様の変更（ディスプレイの電力設定変更など）が行われない入力装置、入力方法
及びプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る携帯電話機の外観図である。
【図２】携帯電話機１の概念的な内部ブロック図である。
【図３】中央制御部１３のＣＰＵ１３ａで実行される制御プログラムの要部フローを示す
図である。
【図４】通常操作用の表示態様の一例を示す図である。
【図５】ブラインド操作用の表示態様の一例を示す図である。
【図６】付記１の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を、携帯電話機への適用を例にして、図面を参照しながら説明
する。
　図１は、実施形態に係る携帯電話機の外観図である。この図において、携帯電話機１は
、手持ちに適した形状、たとえば、薄型箱形状の筐体２の主面（表面であって主たる操作
対象となる面のこと）にタッチパネル３を設けるとともに、そのタッチパネル３の背面に
液晶ディスプレイやＥＬパネルなどの二次元表示デバイスからなる表示部４を設け、また
、そのタッチパネル３の上端辺側の筐体２の表面に受話器としてのスピーカ５と、照度セ
ンサ６と、近接センサ７とを設け、さらに、そのタッチパネル３の下端辺側の筐体２の表
面に送話器としてのマイク８と、物理キー９とを設けている。これらの部品配置のうち、
タッチパネル３を含む表示部４、スピーカ５及びマイク８を除く部品、つまり、照度セン
サ６や近接センサ７及び物理キー９の配置は、図示の例に限定されない。後述の条件を満
たす位置であればよい。
【００１５】
　なお、筐体２の任意部分に、電源スイッチやバッテリ充電用端子などが設けられている
が、図では省略している。
【００１６】



(6) JP 2012-247967 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

　図２は、携帯電話機１の概念的な内部ブロック図である。この図において、携帯電話機
１は、無線通信部１０、音声入出力部１１、照度センサ６、近接センサ７、物理キー９、
表示部４、タッチパネル３、電源部１２及び中央制御部１３を備える。
【００１７】
　無線通信部１０は、アンテナ１０ａを介して最寄りの基地局（図示略）との間で無線に
よるデジタルデータの送受信を行う。デジタルデータには、電話の着呼や発呼の情報およ
び音声通話の情報が含まれる。この無線通信部１０は、中央制御部１３からの制御に従っ
て、上記のデジタルデータの送信や受信を行う。
【００１８】
　音声入出力部１１は、中央制御部１３からの制御により、マイク８で拾った音声信号を
デジタルデータに変換して中央制御部１３に出力したり、中央制御部１３から出力された
デジタルの音声信号をアナログ信号に変換してスピーカ５から拡声したりする。
【００１９】
　照度センサ６は、携帯電話機１の周囲の明るさを検出して、その検出信号を中央制御部
１３へ出力する。周囲とは、携帯電話機１の全周方向であってもよいが、少なくとも携帯
電話機１の主面（タッチパネル３が設けられている面）が向いている方向とその主面に交
差する側面が向いている方向のいずれかであればよい。したがって、この照度センサ６を
設ける位置は、主面または側面であればよく、この条件（主面または側面）を満たす限り
、如何なる位置であってもかまわない。また、照度センサ６で検出される明るさは、照度
であってもよく、あるいは、放射束や光束、光度、色温度または輝度などであってもよい
。
【００２０】
　近接センサ７は、近く（数センチメートルから数十センチメートル程度）に位置する物
体までの距離を検出するセンサであり、たとえば、高周波発振形や静電容量形などのセン
サを用いることができる。この近接センサ９の検出方向も携帯電話機１の周囲であるが、
上記の照度センサ６と同様に、この周囲も、少なくとも携帯電話機１の主面（タッチパネ
ル３が設けられている面）が向いている方向とその主面に交差する側面が向いている方向
のいずれかであればよい。したがって、この近接センサ７を設ける位置も、主面または側
面であればよく、この条件（主面または側面）を満たす限り、如何なる位置であってもか
まわない。
【００２１】
　物理キー９は、ユーザによって適宜に操作される入力デバイスであり、操作されている
間、所定の操作信号を中央制御部１３に継続的又は断続的に出力する。物理キー９とは、
物理的に存在する入力デバイス（押し下げ式のボタンやキーなどのスイッチ、またはスラ
イド式のスイッチなど）のことをいい、特に、手で触ってその存在を知ることができる特
異な感触（手触り感）を持つ入力デバイスのことをいう。
【００２２】
　かかる特異な感触は、たとえば、キー（またはボタン）の表面に突起を設けたり、また
は、ディンプル加工などの特殊加工を施したりして得ることができるが、これに限定され
ない。周囲の感触（筐体２の表面の感触）と異なる感触をキー（またはボタン）の表面に
有していればよい。また、この物理キー９は、押し下げ式やスライド式などの機械的なス
イッチに限定されない。表面の感触が周囲と異なるものであればよく、たとえば、指先の
接触を検出する、いわゆるタッチセンサなどであってもよい。
【００２３】
　物理キー９を設ける位置は、ユーザによって操作しやすい位置であればよい。したがっ
て、この条件（操作しやすい位置）を満たす限り、物理キー９を如何なる位置に設けても
かまわない。
【００２４】
　表示部４は、先にも説明したとおり、その前面に、人体の一部（一般的には指先）の接
触を検知できる静電容量方式のタッチパネル３を併設している。なお、「併設」は、表示
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部４の前面にタッチパネル３を“接着固定”するという意味であってもよく、あるいは、
“非接着”で単に動かない（面方向にずれない）という意味であってもよい。また、多く
のタッチパネルは、それ自体が独立した１つの部品であるが、これに限らず、たとえば、
表示部４に組み込まれた（一般的には保護ガラスと表示層との間にタッチパネル層が挟み
込まれている）一体型のものであってもよい。
【００２５】
　電源部１２は、一次電池または充電可能な二次電池からなるバッテリを含み、このバッ
テリの電力から携帯電話機１の動作に必要な各種電源電圧を発生して各部に供給する。
【００２６】
　中央制御部１３は、コンピュータまたはマイクロコンピュータ（以下、ＣＰＵ）１３ａ
や読み出し専用半導体メモリ（以下、ＲＯＭ）１３ｂ及び高速半導体メモリ（以下、ＲＡ
Ｍ）１３ｃならびに不図示の周辺回路を含むプログラム制御方式の制御要素であり、あら
かじめＲＯＭ１３ｂに格納されている制御プログラムなどの制御データをＲＡＭ１３ｃに
ロードしてＣＰＵ１３ａで実行することにより、各種の処理を逐次に実行して、この携帯
電話機１の全体動作を統括制御する。
【００２７】
　次に、実施形態の動作について説明する。
　図３は、中央制御部１３のＣＰＵ１３ａで実行される制御プログラムの要部フローを示
す図である。この制御プログラムは、ＣＰＵ１３ａで実行される制御プログラムのうち本
実施形態の動作に係る部分を抜粋し、さらにその流れを把握しやすくするために単純化（
模式化）したものであり、極めて短い所定の周期ごとにＣＰＵ１３ａで繰り返し実行され
るものである。
【００２８】
　この制御プログラムを開始すると、まず、周囲の明るさ判定と周囲の物体判定とを行う
（ステップＳ１とステップＳ２）。明るさの判定は、照度センサ６の検出結果（以下、検
出照度という）と所定の照度閾値とを比較し、検出照度が所定の照度閾値以下であるか否
かを判定するというものであり、また、周囲の物体判定は、近接センサ７の検出結果（周
囲の物体までの距離。以下、検出距離という）と所定の距離閾値とを比較し、検出距離が
所定の距離閾値以下であるか否かを判定するというものである。ここで、照度閾値は、た
とえば、ポケットやバッグなどの暗い環境下における明るさ相当とし、また、距離閾値は
、同環境下における近傍物体（たとえば、ポケットであれば周囲の布地、バックであれば
内壁など）までの距離相当とする。なお、当然ながら、これらの閾値は判定余裕のための
若干のマージンを持っている。つまり、実際には、照度閾値は同環境下における明るさに
所定の明るさマージンを加えた値であり、また、距離閾値も同様に同環境下における近傍
物体までの距離に所定の距離マージンを加えた値である。
【００２９】
　かかる二つの判定（周囲の明るさ判定と周囲の物体判定）においては、要するに、携帯
電話機１が通常の使用環境に置かれているのか、あるいは、ポケットやバックなどの閉鎖
空間で且つ暗い環境に置かれているのかを判定している。すなわち、ステップＳ１の判定
結果がＮＯの場合は、明るい環境（以下、第１の環境という）に置かれていると判定し、
また、ステップＳ１の判定結果がＹＥＳの場合は、さらに、ステップＳ２の判定結果を調
べて、その判定結果がＮＯの場合は、暗い環境であるが閉鎖されていない開放環境（以下
、第２の環境という）に置かれていると判定する一方、そのステップＳ２の判定結果がＹ
ＥＳの場合は、暗い環境で且つ閉鎖された環境（以下、第３の環境という）に置かれてい
ると判定する。
【００３０】
　第１の環境は所定の閾値（照度閾値）を上回る明るさの環境であり、たとえば、日光が
差し込む室内や照明された室内あるいは日中の屋外などの環境であるから、この第１の環
境が判定された場合、タッチパネル３に対して行われる通常のタッチ操作（目視を伴うタ
ッチ操作）に何らの支障もない。したがって、この第１の環境が判定されたとき（ステッ
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プＳ１の判定結果がＮＯのとき）は、表示部４の表示を「通常操作用の表示態様」とし（
ステップＳ３）、今回のフローを終了する。
【００３１】
　第２の環境は所定の閾値（照度閾値）を下回る明るさで且つ周囲に物体が存在しない開
放された環境であり、たとえば、照明が消された（あるいは照明を暗くした）室内や夜間
の屋外などの環境であるから、この第２の環境が判定された場合も、暗さを我慢すれば、
タッチパネル３に対して行われる通常のタッチ操作（目視を伴うタッチ操作）に何らの支
障もない。したがって、この第２の環境が判定されたとき（ステップＳ１の判定結果がＹ
ＥＳで且つステップＳ２の判定結果がＮＯのとき）も、上記の第１の環境判定時と同様に
、表示部４の表示を「通常操作用の表示態様」とし（ステップＳ３）、今回のフローを終
了する。
【００３２】
　このように、日光が差し込む室内や照明された室内あるいは日中の屋外などの明るい環
境下では、表示部４の表示を「通常操作用の表示態様」とすることができ、また、照明が
消された室内や夜間の屋外などの環境下でも、表示部４の表示を「通常操作用の表示態様
」とすることができる。「通常操作用の表示態様」については後述する。
【００３３】
　さて、第３の環境は所定の閾値（照度閾値）を下回る明るさで且つ周囲に物体が存在す
る非開放の環境である。このような環境は、典型的にはポケットの中やバッグの中などで
ある。かかる環境下におけるタッチパネル３への操作は、目視を伴わないタッチ操作、す
なわち、手探りの操作（ブラインド操作）を余儀なくされるが、表示部４の表示を「通常
操作用の表示態様」のままにしてブラインド操作を行うと、以下の不都合を招く。
【００３４】
　図４は、通常操作用の表示態様の一例を示す図である。この図において、タッチパネル
３の直下に位置する表示部４の画面には、任意のコントロール（図では便宜的に５つのコ
マンドボタン１４～１８）が配置されている。これらのコマンドボタン１４～１８は、た
とえば、メニューであり、タッチパネル３を介して第１のコマンドボタン１４をタッチす
ると、その第１のコマンドボタン１４に割り当てられている所定のプログラム（以下、第
１のプログラムという）が実行されるようになっている。同様に、タッチパネル３を介し
て第２のコマンドボタン１５をタッチすると、その第２のコマンドボタン１５に割り当て
られている所定のプログラム（以下、第２のプログラムという）が実行され、また、タッ
チパネル３を介して第３のコマンドボタン１６をタッチすると、その第３のコマンドボタ
ン１６に割り当てられている所定のプログラム（以下、第３のプログラムという）が実行
され、また、タッチパネル３を介して第４のコマンドボタン１７をタッチすると、その第
４のコマンドボタン１７に割り当てられている所定のプログラム（以下、第４のプログラ
ムという）が実行され、また、タッチパネル３を介して第５のコマンドボタン１８をタッ
チすると、その第５のコマンドボタン１８に割り当てられている所定のプログラム（以下
、第５のプログラムという）が実行されるようになっている。
【００３５】
　ここで、第１～第５のコマンドボタン１４～１８は、通常操作用のコマンドボタンであ
る。つまり、目視を伴って行われるタッチ操作用のコマンドボタンである。したがって、
それらのコマンドボタン（第１～第５のコマンドボタン１４～１８）の大きさは、一般的
な画面設計の習わしに従い、操作のしやすさを第一義的に考慮したものとなり、多くの場
合、指先の大きさに対応した適切な大きさに設計されることになる。さて、かかる大きさ
を有するコマンドボタン（第１～第５のコマンドボタン１４～１８）は、目視を伴うタッ
チ操作の場合、当然ながら意図したボタンを間違いなく操作することができる。しかし、
目視を伴わないタッチ操作、つまり、ブラインド操作の場合は、しばしば、間違ったボタ
ンにタッチしてしまうという誤操作を招きやすい。これは、目視を伴うタッチ操作の場合
には最適といえるボタンの大きさであっても、ブラインド操作の場合には、目視に頼らず
に複数のボタンの中から意図したボタンを見つけ出すのが難しいからである。
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【００３６】
　かかる点に鑑み、本実施形態では、ブラインド操作が行われるであろう環境（前記の第
３の環境）では、表示部４の表示を、図４の通常操作用の表示態様から、以下に説明する
「ブラインド操作用の表示態様」に変更する（ステップＳ４）ようにした。
【００３７】
　図５は、ブラインド操作用の表示態様の一例を示す図である。この図において、タッチ
パネル３の直下に位置する表示部４の画面には、任意のコントロール（図では便宜的に１
つのコマンドボタン１９）が配置されている。このコマンドボタン１９は、たとえば、図
４に示した５つのコマンドボタン（第１～第５のコマンドボタン１４～１８）のうちの１
つに対応させてもよく、特に、ブラインド操作時に選択される可能性がある１つのコマン
ドボタンに対応させてもよい。以下、このコマンドボタン１９を第ｉのコマンドボタン１
９ということにする。第ｉのコマンドボタン１９を第１～第５のコマンドボタン１４～１
８に対応させる場合、ｉは１～５のいずれかになる。
【００３８】
　このブラインド操作用の表示態様においても、タッチパネル３を介して第ｉのコマンド
ボタン１９をタッチすると、その第ｉのコマンドボタン１９に割り当てられている所定の
プログラム（以下、第ｉのプログラムという）が実行されるようになっている。
【００３９】
　「通常操作用の表示態様」との違いは、目視を伴わないブラインド操作時においても、
その第ｉのコマンドボタン１９を間違いなく操作できるように、ボタンの大きさや配置な
どを最適設計している点にある。たとえば、図示のように、１個のコマンドボタン（第ｉ
のコマンドボタン１９）とするとともに、その１個のコマンドボタン（第ｉのコマンドボ
タン１９）をできるだけ大きくし、且つ、表示部４の所定位置（たとえば、中央等）に配
置するなどは最適設計の好ましい例である。表示部４の概ね中央付近にタッチすればよい
からであり、そのようなタッチ操作は目視によらず誰でも間違いなく行うことができるか
らである。
【００４０】
　このように、第３の環境下における表示部４の表示を「通常操作用の表示態様」（図４
参照）から「ブラインド操作用の表示態様」（図５参照）に変更することにより、ブライ
ンド操作の間違いを一応解消できるが、それだけでは誤操作の解消を確実なものとするこ
とができない。
【００４１】
　たとえば、携帯電話機１を入れたポケットに手を差し込んだときに、偶然に手先が携帯
電話機１のタッチパネル３に触れてしまうことがあるが、このような場合には、たとえば
、図５の例であれば、第ｉのコマンドボタン１９に対して意図しないタッチ操作が発生し
てしまう可能性がある。
【００４２】
　かかる誤操作は、たとえば、第ｉのコマンドボタン１９に割り当てられている第ｉのプ
ログラムが待機モード（表示部４のバックライトを消灯するモード）からの復帰プログラ
ムであれば、表示部４のバックライトが点灯して無駄な電力消費を招くという不都合発生
につながり、あるいは、第ｉのプログラムが電話帳の先頭に登録されている特定相手への
自動発信プログラムであれば、不要な電話発信が行われてしまうという不都合発生につな
がるから、そのようなブラインド操作の間違いが生じない何らかの対策を講じなければな
らない。
【００４３】
　本実施形態において、かかる対策は、図３のステップＳ５～ステップＳ７で具現化され
ている。すなわち、ステップＳ４で表示部４の表示を「ブラインド操作用の表示態様」（
図５参照）に変更すると、次のステップＳ５でタッチパネル３へのタッチ操作の有無を判
定し、タッチ操作が行われていなければ、そのまま今回のフローを終了し、タッチ操作が
行われている場合は、次いで、ステップＳ６で物理キー９の押し下げを判定し、そして、
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物理キー９が押し下げられていなければ、そのまま今回のフローを終了する一方、物理キ
ー９が押し下げられていれば、ステップＳ７でタッチパネル３のタッチ操作を許容した後
、フローを終了するという流れになっている。
【００４４】
　このような特有の処理（ステップＳ５～ステップＳ７）を有するので、たとえば、携帯
電話機１を入れたポケットに手を差し込んだときに、偶然に手先が携帯電話機１のタッチ
パネル３に触れてしまっても上述の不都合は発生しない。意図的に物理キー９を押し下げ
ない限り、タッチパネル３へのタッチ操作が許容されないからである。
【００４５】
　したがって、本実施形態によれば、ポケット内やバッグ内などの暗くて非開放の環境（
第３の環境）に携帯電話機１を入れたままで所要のブラインド操作を支障なく行うことが
でき、しかも、同環境（第３の環境）下における意図しないタッチ操作を回避して誤操作
を確実に防止できるという特有の効果が得られる。
【００４６】
　なお、以上の説明では、表示部４に選択的に表示する二つの表示態様（図４に示す通常
操作用の表示態様と図５に示すブラインド操作用の表示態様）について、各々にコマンド
ボタンを設けるとしているが、それに限らず、たとえば、コマンドボタンの代わりにアイ
コンなどを設けてもよく、あるいは、その他のコントロールを設けたり、または、ローカ
ルコンテンツやネットワークコンテンツへのリンクなどを設けてもよい。
　また、ブラインド操作用の表示態様（図５参照）については、１個の大きなコマンドボ
タン（第ｉのコマンドボタン１９）を画面中央付近に設けるとしているが、これも一例に
過ぎない。ブラインド操作時に誤操作を招かない表示態様であればよく、たとえば、通常
操作用の表示態様と同じコマンドボタン（第１～第５のコマンドボタン１４～１８）を設
け、且つ、それらのコマンドボタンのうちブラインド操作に不要なもの（またはブライン
ド操作時に操作されては困るもの）を選択不可（使用不可プロパティ＝Ｔｒｕｅ）にした
り、不可視（可視プロパティ＝Ｆａｌｓｅ）にしたりしてもよい。
【００４７】
　また、以上の説明では、携帯電話機１への適用を例にしたが、これに限らない。タッチ
パネルを備えた携帯型または携帯可能な電子機器であればよく、たとえば、スマートフォ
ン、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）、タブレット形などのパーソナルコン
ピュータ、電子辞書、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ゲーム機、電子書
籍表示機、携帯型ナビゲーション装置、携帯型ＧＰＳ受信装置、携帯型テレビ受信機、携
帯型録音装置、携帯型音楽再生装置、業務用専用端末など様々なものに適用できる。
【００４８】
　以下、本発明の特徴を付記する。
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られない。
（付記１）
　図６は、付記１の構成図である。
　付記１は、
　タッチパネル１００（実施形態のタッチパネル３に相当）付きの表示手段１０１（実施
形態の表示部４に相当）と、
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出手段１０２（実施形態の照度センサ６に相当）
と、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段１０３（実施形態の近接セ
ンサ７に相当）と、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キー１０４（実施形態の物理キー
９に相当）に対するユーザ操作を検出する操作検出手段１０５（実施形態の中央制御部１
３に相当）と、
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　前記表示手段１０１の表示態様を少なくとも第１の表示態様（実施形態の通常操作用の
表示態様に相当）とこの第１の表示態様とは異なる第２の表示態様（実施形態のブライン
ド操作用の表示態様に相当）のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段１０６
（実施形態の中央制御部１３に相当）と、
　前記明るさ検出手段１０２の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段１０
３の検出結果が所定の距離以下であるときに前記表示制御手段１０６に対して前記第１の
表示態様から前記第２の表示態様への変更を指令する指令手段１０７（実施形態の中央制
御部１３に相当）と、
　前記表示手段１０１の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出手段１
０５によって前記物理キー１０４に対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッ
チパネル１００へのタッチ操作を許容するタッチ操作許容手段１０８（実施形態の中央制
御部１３に相当）と
　を備えたことを特徴とする入力装置１０９（実施形態の携帯電話機１に相当）である。
【００４９】
（付記２）
　付記２は、
　前記第１の表示態様は目視を伴うタッチ操作に適合した表示態様であり、また、前記第
２の表示態様は目視を伴わないタッチ操作（ブラインド操作）に適合した表示態様である
ことを特徴とする付記１に記載の入力装置である。
【００５０】
（付記３）
　付記３は、
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出工程と、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出工程と、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出す
る操作検出工程と、
　タッチパネル付き表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態
様とは異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御工程と、
　前記明るさ検出工程の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出工程の検出結果
が所定の距離以下であるときに前記表示制御工程に対して前記第１の表示態様から前記第
２の表示態様への変更を指令する指令工程と、
　前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出工程によって
前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパネルへのタッチ
操作を許容するタッチ操作許容工程と
　を含むことを特徴とする入力方法である。
【００５１】
（付記４）
　付記４は、
　入力装置のコンピュータに、
　本体周囲の明るさを検出する明るさ検出手段、
　本体近傍に位置する物体までの距離を検出する距離検出手段、
　本体表面に設けられ且つ特異な手触り感を有する物理キーに対するユーザ操作を検出す
る操作検出手段、
　タッチパネル付き表示手段の表示態様を少なくとも第１の表示態様とこの第１の表示態
様とは異なる第２の表示態様のいずれか一方に変更することが可能な表示制御手段、
　前記明るさ検出手段の検出結果が所定の明るさ以下で且つ前記距離検出手段の検出結果
が所定の距離以下であるときに前記表示制御手段に対して前記第１の表示態様から前記第
２の表示態様への変更を指令する指令手段、
　前記表示手段の表示態様が前記第２の表示態様であるときに前記操作検出手段によって
前記物理キーに対するユーザ操作が検出されている場合には前記タッチパネルへのタッチ
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　としての機能を与えることを特徴とするプログラムである。
【符号の説明】
【００５２】
　１　携帯電話機
　３　タッチパネル
　４　表示部
　６　照度センサ
　７　近接センサ
　９　物理キー
　１３　中央制御部
　１００　タッチパネル
　１０１　表示手段
　１０２　明るさ検出手段
　１０３　距離検出手段
　１０４　物理キー
　１０５　操作検出手段
　１０６　表示制御手段
　１０７　指令手段
　１０８　タッチ操作許容手段
　１０９　入力装置

【図１】 【図２】
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